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滋労発基 0821 第 1 号 

令和 2 年 8 月 2 1 日 

 
 
 

滋賀地方最低賃金審議会 
会長 中  睦  殿 

 
 

 
滋賀労働局長 

 待 鳥 浩 二 
 
 
 

最低賃金審議会の意見に関する異議の申出について（諮問） 
 
 
 標記について、滋賀県労働組合総連合外 2名から最低賃金法第 11 条第 2項に

基づく異議の申出がありましたので、貴審議会の意見を求めます。 

 

○写  
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C 北 海 道 861 861 0 - -

D 青 森 790 793 3 0.38% 令和2年10月3日

D 岩 手 790 793 3 0.38% 令和2年10月3日

C 宮 城 824 825 1 0.12% 令和2年10月1日

D 秋 田 790 792 2 0.25% 令和2年10月1日

D 山 形 790 793 3 0.38% 令和2年10月3日

D 福 島 798 800 2 0.25% 令和2年10月2日

B 茨 城 849 851 2 0.24% 令和2年10月1日

B 栃 木 853 854 1 0.12% 令和2年10月1日

C 群 馬 835 837 2 0.24% 令和2年10月3日

A 埼 玉 926 928 2 0.22% 令和2年10月1日

A 千 葉 923 925 2 0.22% 令和2年10月1日

A 東 京 1013 1013 0 - -

A 神 奈 川 1011 1012 1 0.10% 令和2年10月1日

C 新 潟 830 831 1 0.12% 令和2年10月1日

B 富 山 848 849 1 0.12% 令和2年10月1日

C 石 川 832 833 1 0.12% 令和2年10月7日

C 福 井 829 830 1 0.12% 令和2年10月2日

B 山 梨 837 838 1 0.12% 令和2年10月8日

B 長 野 848 849 1 0.12% 令和2年10月1日

C 岐 阜 851 852 1 0.12% 令和2年10月1日

B 静 岡 885 885 0 - -

A 愛 知 926 927 1 0.11% 令和2年10月1日

B 三 重 873 874 1 0.11% 令和2年10月1日

B 滋 賀 866 868 2 0.23% 令和2年10月1日

B 京 都 909 909 0 - -

A 大 阪 964 964 0 - -

B 兵 庫 899 900 1 0.11% 令和2年10月1日

C 奈 良 837 838 1 0.12% 令和2年10月1日

C 和 歌 山 830 831 1 0.12% 令和2年10月1日

D 鳥 取 790 792 2 0.25% 令和2年10月2日

D 島 根 790 792 2 0.25% 令和2年10月1日

C 岡 山 833 834 1 0.12% 令和2年10月1日

B 広 島 871  

C 山 口 829 829 0 - -

C 徳 島 793 796 3 0.38% 令和2年10月3日

C 香 川 818 820 2 0.24% 令和2年10月1日

D 愛 媛 790 793 3 0.38% 令和2年10月3日

D 高 知 790 792 2 0.25% 令和2年10月3日

C 福 岡 841 842 1 0.12% 令和2年10月1日

D 佐 賀 790 792 2 0.25% 令和2年10月2日

D 長 崎 790 793 3 0.38% 令和2年10月3日

D 熊 本 790 793 3 0.38% 令和2年10月1日

D 大 分 790 792 2 0.25% 令和2年10月1日

D 宮 崎 790 793 3 0.38% 令和2年10月3日

D 鹿 児 島 790 793 3 0.38% 令和2年10月3日

D 沖 縄 790 792 2 0.25% 令和2年10月3日

令和2年度　地域別最低賃金答申状況

ランク 局　名
改正前

最低賃金額
答申された
最低賃金額

引上げ額 引上げ率
効力発生

予定年月日
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 ○写  
令和 2 年 8 月 17 日 

 
 
 

滋賀地方最低賃金審議会 
会長  中   睦  殿 

 
 
 

滋賀地方最低賃金審議会 
    特別検討小委員会 

委員長 中   睦 
 
 
 

滋賀県紡績業，化学繊維製造業、その他の織物業、染色整理業、

繊維粗製品製造業、その他の繊維製品製造業最低賃金の改正決定

の必要性の有無について（報告） 
 
 
当小委員会は、令和 2 年 8 月 5 日滋賀地方最低賃金審議会において付託され

た標記について、慎重に審議した結果、滋賀県紡績業，化学繊維製造業、その他

の織物業、染色整理業、繊維粗製品製造業、その他の繊維製品製造業最低賃金の

改正決定について、全会一致に至らなかったので必要性有りとすることはでき

ないとの結論に達したので報告する。 

なお、本件の審議に当たった当小委員会の委員は下記のとおりである。 

 

記 

 

公益代表委員    労働者代表委員    使用者代表委員 

佐野 洋史      池内 正博      石井  太 

中   睦      大江 彰宏      石田 秀幸 

平井 建志      大西 省三      西田 保夫 
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 ○写  
令和 2 年 8 月 17 日 

 
 
 

滋賀地方最低賃金審議会 
会長  中   睦  殿 

 
 
 

滋賀地方最低賃金審議会 
    特別検討小委員会 

委員長 中   睦 
 
 
 

滋賀県ガラス・同製品、セメント・同製品、衛生陶器、炭素・

黒鉛製品、炭素繊維製造業最低賃金の改正決定の必要性の有無

について（報告） 
 
 
当小委員会は、令和 2 年 8 月 5 日滋賀地方最低賃金審議会において付託され

た標記について、慎重に審議した結果、滋賀県ガラス・同製品、セメント・同製

品、衛生陶器、炭素・黒鉛製品、炭素繊維製造業最低賃金について改正決定する

ことを必要と認めるとの結論に達したので報告する。 

なお、本件の審議に当たった当小委員会の委員は下記のとおりである。 

 

記 

 

公益代表委員    労働者代表委員    使用者代表委員 

佐野 洋史      池内 正博      石井  太 

中   睦      大江 彰宏      石田 秀幸 

平井 建志      大西 省三      西田 保夫 
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 ○写  
令和 2 年 8 月 17 日 

 
 
 

滋賀地方最低賃金審議会 
会長  中   睦  殿 

 
 
 

滋賀地方最低賃金審議会 
    特別検討小委員会 

委員長 中   睦 
 
 
 

滋賀県はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造

業最低賃金の改正決定の必要性の有無について（報告） 
 
 
当小委員会は、令和 2 年 8 月 5 日滋賀地方最低賃金審議会において付託され

た標記について、慎重に審議した結果、滋賀県はん用機械器具、生産用機械器具、

業務用機械器具製造業最低賃金について改正決定することを必要と認めるとの

結論に達したので報告する。 

なお、本件の審議に当たった当小委員会の委員は下記のとおりである。 

 

記 

 

公益代表委員    労働者代表委員    使用者代表委員 

佐野 洋史      池内 正博      石井  太 

中   睦      大江 彰宏      石田 秀幸 

平井 建志      大西 省三      西田 保夫 
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 ○写  
令和 2 年 8 月 17 日 

 
 
 

滋賀地方最低賃金審議会 
会長  中   睦  殿 

 
 
 

滋賀地方最低賃金審議会 
    特別検討小委員会 

委員長 中   睦 
 
 
 

滋賀県計量器・測定器・分析機器・試験機、光学機械器具・レ

ンズ、電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通

信機械器具製造業最低賃金の改正決定の必要性の有無について

（報告） 
 
 
当小委員会は、令和 2 年 8 月 5 日滋賀地方最低賃金審議会において付託され

た標記について、慎重に審議した結果、滋賀県計量器・測定器・分析機器・試験

機、光学機械器具・レンズ、電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情

報通信機械器具製造業最低賃金について改正決定することを必要と認めるとの

結論に達したので報告する。 

なお、本件の審議に当たった当小委員会の委員は下記のとおりである。 

 

記 

 

公益代表委員    労働者代表委員    使用者代表委員 

佐野 洋史      池内 正博      石井  太 

中   睦      大江 彰宏      石田 秀幸 

平井 建志      大西 省三      西田 保夫 
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 ○写  
令和 2 年 8 月 17 日 

 
 
 

滋賀地方最低賃金審議会 
会長  中   睦  殿 

 
 
 

滋賀地方最低賃金審議会 
    特別検討小委員会 

委員長 中   睦 
 
 
 

滋賀県自動車・同附属品製造業最低賃金の改正決定の必要性の

有無について（報告） 
 
 
当小委員会は、令和 2 年 8 月 5 日滋賀地方最低賃金審議会において付託され

た標記について、慎重に審議した結果、滋賀県自動車・同附属品製造業最低賃金

について改正決定することを必要と認めるとの結論に達したので報告する。 

なお、本件の審議に当たった当小委員会の委員は下記のとおりである。 

 

記 

 

公益代表委員    労働者代表委員    使用者代表委員 

佐野 洋史      池内 正博      石井  太 

中   睦      大江 彰宏      石田 秀幸 

平井 建志      大西 省三      西田 保夫 
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 ○写  
令和 2 年 8 月 17 日 

 
 
 

滋賀地方最低賃金審議会 
会長  中   睦  殿 

 
 
 

滋賀地方最低賃金審議会 
    特別検討小委員会 

委員長 中   睦 
 
 
 

滋賀県各種商品小売業最低賃金の改正決定の必要性の有無につ

いて（報告） 
 
 
当小委員会は、令和 2 年 8 月 5 日滋賀地方最低賃金審議会において付託された

標記について、慎重に審議した結果、滋賀県各種商品小売業最低賃金の改正決定

について、全会一致に至らなかったので必要性有りとすることはできないとの

結論に達したので報告する。 
なお、本件の審議に当たった当小委員会の委員は下記のとおりである。 

 

記 

 

公益代表委員    労働者代表委員    使用者代表委員 

佐野 洋史      池内 正博      石井  太 

中   睦      大江 彰宏      石田 秀幸 

平井 建志      大西 省三      西田 保夫 
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